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(57)【要約】
【課題】走行輪を駆動する左右のモータ及びシュータを
有する芝刈機において、機体後部のスペースを有効的に
活用することができる技術を提供すること。
【解決手段】下開放のハウジング（２１）と、このハウ
ジング（２１）内に配置されてエンジン（１４）によっ
て駆動される刈刃（２２）と、ハウジング（２１）から
上後方に延びたシュータ（３０）と、このシュータ（３
０）の出口（３０ａ）に設けられた刈芝収集部（２３）
と、ハウジング（２１）の後方に配置された左右の走行
輪（１３，１３）と、これらの左右の走行輪（１３，１
３）を駆動する左右の電動モータ（１５，１５）を含む
芝刈機（１０）において、エンジン（１４）に燃料を供
給する燃料タンク（１６）が備えられ、この燃料タンク
（１６）は、左右の電動モータ（１５，１５）とシュー
タ（３０）とによって囲われた領域に配置されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下開放のハウジングと、このハウジング内に配置されてエンジンによって駆動される刈
刃と、前記ハウジングから上後方に延びたシュータと、このシュータの出口に設けられた
刈芝収集部と、前記ハウジングの後方に配置された左右の走行輪と、これらの左右の走行
輪を駆動する左右の電動モータを含む芝刈機において、
　前記エンジンに燃料を供給する燃料タンクが備えられ、この燃料タンクは、前記左右の
電動モータと前記シュータとによって囲われた領域に配置されていることを特徴とする芝
刈機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動モータにより駆動される走行輪を有する芝刈機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　芝刈機には複数の駆動源を備えるものがある。走行用及び芝刈り用の駆動源を別個に備
えた芝刈機に関する従来技術として、例えば、特許文献１に開示される技術がある。
【０００３】
　特許文献１には、作業者が乗用可能な乗用型の芝刈機が開示されている。この芝刈機は
、機体の下部に設けられた下開放のハウジングと、このハウジング内に配置されてエンジ
ンによって駆動される刈刃と、ハウジングの後方に配置された左右の走行輪と、これらの
左右の走行輪を駆動する左右の油圧モータを含む。芝刈機は、油圧モータを駆動源として
走行し、エンジンにより駆動される刈刃により草刈りを行う。
【０００４】
　ところで、このような芝刈機には、さらに、ハウジングから上後方に延びたシュータと
、このシュータの出口に設けられた刈芝収集部と、を備えるものもある。このような左右
のモータとシュータとを有する芝刈機において、機体後部のスペースを有効的に活用する
ことが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４１８９２７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、走行輪を駆動する左右のモータ及びシュータを有する芝刈機において、機体
後部のスペースを有効的に活用することができる技術の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１による発明によれば、下開放のハウジングと、このハウジング内に配置されて
エンジンによって駆動される刈刃と、前記ハウジングから上後方に延びたシュータと、こ
のシュータの出口に設けられた刈芝収集部と、前記ハウジングの後方に配置された左右の
走行輪と、これらの左右の走行輪を駆動する左右の電動モータを含む芝刈機において、
　前記エンジンに燃料を供給する燃料タンクが備えられ、この燃料タンクは、前記左右の
電動モータと前記シュータとによって囲われた領域に配置されていることを特徴とする芝
刈機が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に係る発明では、芝刈機は、刈刃を駆動させるエンジンと、刈刃が配置される
ハウジングから上後方に延びたシュータと、左右の走行輪を駆動する左右の電動モータと
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、エンジンに燃料を供給する燃料タンクと、を含む。燃料タンクは、左右の電動モータと
シュータとによって囲われた領域に配置されている。即ち、左右の電動モータ間の空いた
領域に燃料タンクが配置され、燃料タンクの上方にシュータが配置される。
【０００９】
　燃料タンクは機体の略中央に配置され、芝刈機に加わる燃料タンクの重量は左右に偏ら
ない。そのため、芝刈機の走行時における安定性が高まる。このとき、燃料タンクは、機
体の下部に位置することとなるため、機体の重心はより低くなる。さらに、燃料タンクは
、走行輪の間に位置することとなり、燃料タンクの重量により走行輪から路面へ力が伝わ
りやすくなる。結果、トラクションが高まることにより、芝刈機の走行性はより高まる。
【００１０】
　加えて、燃料タンクの高さを高くして、燃料タンクの容量を大きくすることもできる。
そのため、エンジンの駆動時間を伸ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例による乗用型の芝刈機の側面図である。
【図２】図１に示された芝刈機の平面図である。
【図３】図２の３－３線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施の形態を添付図に基づいて以下に説明する。なお、説明中、左右とは芝刈
機の乗員を基準として左右、前後とは芝刈機の進行方向を基準として前後を指す。また、
図中Ｆｒは前、Ｒｒは後、Ｌは乗員から見て左、Ｒは乗員から見て右、Ｕｐは上、Ｄｎは
下を示している。
＜実施例＞
【００１３】
　図１及び図２を参照する。図１には、本発明の実施例による芝刈機として、作業者が乗
車可能な芝刈機１０が示されている。
【００１４】
　この芝刈機１０は、機体１１と、この機体１１に取り付けられる左右の前輪１２，１２
及び後輪１３，１３と、前輪１２，１２の上方に配置されたエンジン１４と、後輪１３，
１３（走行輪１３，１３）の側方に配置される左右の電動モータ１５，１５と、電動モー
タ１５，１５の近傍に配置された燃料タンク１６と、機体１１の下部に支持されるハウジ
ング２１と、ハウジング２１内に配置される刈刃２２と、ハウジング２１から上後方に延
びたシュータ３０と、このシュータ３０の出口３０ａに設けられた刈芝収集部２３と、前
輪１２，１２を操舵するステアリングホイール１７と、乗員が着座するシート１８と、か
らなる。
【００１５】
　側面視で、シュータ３０は、シュータ３０の延びる方向の中央近傍で折れ曲がっている
。シュータ３０の折れ曲がっている付近を境界部３１とすると、シュータ３０は、境界部
３１よりも前方に位置する第１シュータ３２と、境界部３１よりも後方に位置する第２シ
ュータ３３と、からなる。シュータ３０は、燃料タンク１６から離間している。
【００１６】
　エンジン１４は、燃料タンク１６から燃料が供給される。刈刃２２は、エンジン１４に
よって駆動される。刈刃２２は、回転することにより芝草を刈ると共に、ハウジング２１
内に旋回する空気の流れを発生させる。刈刃２２により刈られた草は、ハウジング２１か
らシュータ３０を通過し、刈芝収集部２３へ排出される。
【００１７】
　後輪１３，１３は、電動モータ１５，１５により駆動される。乗員は、ステアリングホ
イール１７により芝刈機１０を運転しながら、刈刃２２により芝刈りを行う。
【００１８】
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　図３を参照する。図３には、左右の電動モータ１５，１５付近において後方から見た芝
刈機が示されている。左右の電動モータ１５，１５には、それぞれ、減速機１９，１９が
取り付けられている。電動モータ１５，１５及び減速機１９，１９は、機体１１に支持さ
れている。電動モータ１５，１５の動力は、減速機１９，１９を介して、後輪１３，１３
に伝わる。
【００１９】
　シュータ３０は、機体１１の略中央で、左右の電動モータ１５，１５よりも上方に位置
している。燃料タンク１６は、左右の電動モータ１５，１５とシュータ３０とによって囲
われた領域に配置されている。
【００２０】
　次に、本発明の作用及び効果について説明する。
【００２１】
　図１及び図３を参照する。芝刈機１０では、左右の後輪１３，１３を駆動する左右の電
動モータ１５，１５間の空いた領域に燃料タンク１６が配置され、燃料タンク１６の上方
にシュータ３０が配置される。
【００２２】
　燃料タンク１６は機体１１の略中央に配置され、芝刈機１０に加わる燃料タンク１６の
重量は左右に偏らない。そのため、芝刈機１０の走行時における安定性が高まる。このと
き、燃料タンク１６は、機体１１の下部に位置することとなるため、機体１１の重心はよ
り低くなる。さらに、燃料タンク１６は、後輪１３，１３の間に位置することとなり、燃
料タンク１６の重量により後輪１３，１３から路面へ力が伝わりやすくなる。結果、トラ
クションが高まることにより、芝刈機１０の走行性はより高まる。
【００２３】
　加えて、燃料タンク１６の高さを高くして、燃料タンク１６の容量を大きくすることも
できる。そのため、エンジン１４の駆動時間を伸ばすことができる。
【００２４】
　なお、本実施例では、シュータ３０及び燃料タンク１６は、離間しているが、例えば、
第２シュータ３３の下部３３ａを燃料タンク１６の上部１６ａに当接させてもよい。即ち
、シュータ３０の一部が燃料タンク１６に支持される構成としてもよい。シュータ３０の
下部３３ａ及び燃料タンク１６の上部１６ａは共に平面であり、互いに接触しやすく、シ
ュータ３０は支持されやすい。
【００２５】
　さらに、シュータ３０及び左右の電動モータ１５，１５は、離間しているが、例えば、
第２シュータ３３の左右の側部３３ｂ，３３ｂを左右の電動モータ１５，１５の側部１５
ａ，１５ａに当接させてもよい。機体１１による支持に加えて、シュータ３０の側方への
移動が規制される。そのため、より確実にシュータ３０を支持することができる。
【００２６】
　本発明の作用及び効果を奏する限りにおいて、本発明は、実施例の構成に限定されるも
のではない。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明の芝刈機は、乗用型の芝刈機に採用するのに好適である。
【符号の説明】
【００２８】
　１０…芝刈機
　１３…後輪
　１４…エンジン
　１５…電動モータ、１５ａ…側部
　１６…燃料タンク、１６ａ…下部
　２１…ハウジング
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　２２…刈刃
　２３…刈芝収集部
　３０…シュータ
　３１…境界部
　３２…第１シュータ
　３３…第２シュータ、３３ａ…下部、３３ｂ…側部

【図１】 【図２】
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【図３】
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